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取組の方向８ 質の高い教育環境を整える 

 

 

 

 

 校  

 

 校 （ 立学校教育部）  

(1) 立 校 の  

の が の 等学校教育や の 向に う たな 題に的 に対応するた

め、平成 27 に 立 校 を一部 するとと に、平成 28 から

平成 30 での 間の 的な として、 たな取組を数 り だ 実

施 を策 した。平成 29 は の中間 として、 き き、 取組を 実に

する。 

た、 実施 の や、平成 28 に実施した「 立 校の に

関する 」の結 等を えながら、平成 30 の 期実施 （ ）の策 に

向けた を 実に める。 

 

  

 

 （ 立学校教育部・指導部）  

(1) 立 的 特別支援学校に ける と の の  

ア 立 特別支援学校 等部職能開 の平成 30 に向けた  

    的 が から中 の生 を対象に 実 に向けた 的な職 教育を行

うため、 校 となる職能開 を、 立 特別支援学校へ平成 30 に

するための を行う。 

(2) ・生 の 学 の （ ー の充実） 

教育委員会では、これ で特別支援学校の や ー の充実等によ

り、 ー の 間の に めてきた。 特別支援学校の ー

の平 間は、平成 27 には 60 に で されて り、 特別

支援教育 に た は 成している。 

しかし、 ー 別の 間を見ると、 な 間が 60 を える ・生

が されている。 のある ・生 の中には、 が困難な者

り、長 間の は 能な り けることが しいことから、 ・生 の 学

の に向けて、 なる取組を する必要がある。 

こで、 特別支援学校の ー について、 なる 間の

を図る。 的には、 間が 60 を える ー について、 の や ー

を することなどにより、 的に 間を してい 。見直しに当た

ては、 間が長い ー から 見直しを め、 的には ての ー に
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取組の方向８ 質の高い教育環境を整える 

いて、 間を 60 とすることで、 ・生 の 学 を してい 。 

(3) 立 的 特別支援学校に ける 支援の取組の  

ア 民間を した 開 委  

  (  特別支援学校 等部生 の を一層 するため、 場実 や の 

 開 等に関する を委 する。 

  (  指導教員とと に 開 を行う 支援ア イ ーを し、 な 

 る開 数の を する。 

イ 特別支援学校 支援  

   実 や の開 や 、特別支援学校に ける 的な 支援事 

等を行うため、「 支援員（一 職 ）」を する。 

ウ 者 に対する 解  

  (  向けセ ーの開催により、 者 に関する 解 を行うとと に、 

 実 受 れ等の協力を する。 

  (  特別支援学校生 の に向けて、 等に対し、 者 についての  

 解 を図ることを 的に平成 27 に した を する。 

 職 教育の充実 

  (  特別支援学校 能 会を開催し、生 が の学 の成 を に対して  

 する機会を ける。 

  (  職能開 の 場等に ける実 に して、実 への  

 を 保し、実 の実施の を図る。 

  (  特別支援学校 支援委員会 開 部会を開催し、 支援に ける 題解決 

 の方 等を協議することにより、 当者の力 の向上を図る。 

(4) 的 アの充実 

    、 の特別支援学校に いて 、 的 アを必要とする ・

生 が している があり、 かつ な学校生 を るための が

められている。 

    このため、 教育委員会では ての特別支援学校で 特別支援学校と同

の 的 アを実施できる を するため、平成 29 から 護師を

し、 的 アに必要な を してい 。 

(5) の学 に する の ・生 への支援策 

ア 学校の特別支援教 の導 に向けた支援 

    平成 28 から 導 して り、 校に ける の に応じた個別

指導や 指導を実施する の を め、平成 30 の導 を 指して、

平成 29 に いて公立 学校 1,000 校（平成 28 を む。）に特別支

援教 を する。 

    区市町村支援として、教 等の 助事 を実施するとと に、導 校に

特別支援教 専門員の 等の 回を行う。  

イ 中学校の特別支援教 導 に向けた 事 の  

    教 の学 や する人間関 、 の への など、中学校特 の 題が 

あるため、平成 28 平成 29 の か で 事 を実施し、中学校に  
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取組の方向８ 質の高い教育環境を整える 

ける 回指導 や生 一人一人の 特性に応じた 指導を めた相談機能の 

り方等について を行う。 

    事 での成 と 題を え、 の た区市町村から特別支援教 を導 

     し、平成 33 でに ての中学校での を 指す。   

ウ 立 等学校等に ける の生 への支援 

  (  立 等学校等に ける のある生 の 者数等にかか ら 、生  

 の に応じて指導・支援を実施するため、 等の教育 で、かつ、学 

 校 で民間の ウ ウを しながら ー の学 等の特別な指導・ 

 支援を行う。 

  (  立 等学校に ける による指導の平成 30 からの開 を 指し、  

 を行う。 的には、 立 等学校を イ ト校として指 し、当 の   

 間、 立 等学校の生 を対象とした 校 での を行い、実 を   

 えた上で、 の の 組 や 校 の り方を してい 。 

(6  立特別支援学校に ける ・ ポー の  

ア 特別支援学校の ポー  

  (  者 ポー の  

      者 ポー を じた地域の ・中学校、 等学校 地域住民との や、 

 者 ポー 教 の開催、 者 ポー を した 立特    

 別支援学校に ける校 での研修 などにより 者 ポー の を   

 めてい 。  

  (  者 ポー を取り れた教育 の充実 

     「 のある ・生 の ポー 教育 校」30 校指 して、 チ や

ー ー 等の 者 ポー を取り れ、 ・生 が生 に いて しむ

者 ポー の を やすための教育 の充実や、 れた 部指導者を し

た部 の を図る。 

      さらに、 校の中から、 校を の 者 ポー 会等で できる 

 の育成を 指す学校に指 し、 ン アン等を特別指導員として へい

し 能を向上さ ることや対 合の機会の充実等によ て、部 の充実を図る。 

  (  者 ポー を した の 性 を図る。 

イ 特別支援学校の 教育の  

  (  学等と連 した 教育の  

 のある ・ ・生 の豊かな を育 、 いのある生 につな てい

取組を行う。 た、 れた 的 能を に 長し、生 された を

会に めるなどして、 会に ・ してい ための 組 を してい 。 

  (   特別支援学校に ける 教育の  

立特別支援学校に ける 教育の充実を図るため、 教育 校を 校指

し、 学との連 により、 教 の指導 ・方 の研 や

等を行う。 

た、 ・生 一人一人の 能力の向上を図るとと に、 の 能力に  

れた生 の と育成を行う。 
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取組の方向８ 質の高い教育環境を整える 

   (  者アートの 解  

特別支援学校に する、 を中 とした れた 能を する ・生

を するとと に、 民に対して 者アートに関する 解を することを

的として、アート ト を実施する。 

  (  ー な の機会の  

生 の 的 能を し、豊かな人間性や 力、 性等を
か

するため、特

別支援学校の や図 に いて、 のある生 が 間や場 の を

受け 、 に を行うことができる機会を する。 地区、特別支援学

校 校 を指 し、 事 を実施する。 の成 に き、 の地区を

めた ての特別支援学校での実施方 を する。 

 

 学校  

 

 学校 （ 立学校教育部・人事部） 

(1  校長の ー ー に 組 的学校 営の  

校長が ー ー を し、より 的な学校経営を行 てい ため、

サイ に ント ムによる学校経営 を中 とした組 的取

組を する。学校経営支援センターによるきめ かい支援により、校長の学校経営

を支援し、 民に される特 ある 立学校 りを する。 

(2  学校 ント 事 （ ） 

   校 が 中し、 のある 校長の を するため、 たに「学校

ント 事 」を 学校 校、中学校 校で実施する。 

  ア 実施  

区市町村教育委員会で人 の 考、 を行い、 の ターンについて事 を

実施するに当たり、 教員委員会は 的支援を行う。 

  (  経営支援部を していない学校 

       校長の を支援する「学校経営 」を 職員（ 16 、 間

）として する。「学校経営 」は学校 営や地域対応に関する経験

や を つ人 等（教育 職・主 経験者 は区市町村職員の ・ 職経験

者等を ）とし、学校 営事 、保護者等の対応 人 育成等の経験を する

を主に行う。 

  (  経営支援部を している学校 

      校長の を支援する「 校長 」を 職員（ 16 、 5 間  

    として する。 た、経営支援部の機能 を図るとと に、より 校 

長の を直接的に支援できるようにするため、経営専 主 の 数を

する。 

「 校長 」は、行 事 経験がある人 等（学校事 職員、区市町村教育委員

会等での行 経験者等を ）とし、 ・ 等の事 、 ・施 等の必

し 教員の経験を必要としない を主に行う。
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められている。 

    このため、 教育委員会では ての特別支援学校で 特別支援学校と同

の 的 アを実施できる を するため、平成 29 から 護師を

し、 的 アに必要な を してい 。 

(5) の学 に する の ・生 への支援策 

ア 学校の特別支援教 の導 に向けた支援 

    平成 28 から 導 して り、 校に ける の に応じた個別

指導や 指導を実施する の を め、平成 30 の導 を 指して、

平成 29 に いて公立 学校 1,000 校（平成 28 を む。）に特別支

援教 を する。 

    区市町村支援として、教 等の 助事 を実施するとと に、導 校に

特別支援教 専門員の 等の 回を行う。  

イ 中学校の特別支援教 導 に向けた 事 の  

    教 の学 や する人間関 、 の への など、中学校特 の 題が 

あるため、平成 28 平成 29 の か で 事 を実施し、中学校に  
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取組の方向８ 質の高い教育環境を整える 

 学校  

 

 （ 立学校教育部・地域教育支援部）  

教育委員会は、平成 26 に修 された「 地域防 」、平成 23 11 策 

の「 防 対応指 」 平成 29 3 策 の「 第 地 防 緊急事

」 に平成 28 の「 修 」に き、学校に

ける 対策を する。 

(1) 公立 ・中学校等に ける 対策の  

学校施 は、 ・生 が一 の を す の場であるとと に、 生

には地域住民等の 難 としての を たすことから、 の 性の 保は め

て 要である。 

教育委員会は、学校施 に ける の緊急性・ 要性に 、 公立 ・中

学校等の を早急に めるため、 の支援事 を平成 20 から実施してき

て り、平成 27 には、公立 ・中学校施 の 対策が している。 

た、 を 機に、 の 要性が された 部 の につ

いて 、平成 25 から支援事 を実施している。 

・ 部 支援 

助 と 能 を 者 の 助 

 

考  

 

(2)  立学校に ける 対策の  

教育委員会では、 ・ を 機とし、 に ける ・生 等の

を 保するとと に、 した 民の 難場 としての機能を充実するため、

修 等に き、 立学校校 等の や を 的に

し、平成22 でに ての 立学校の を した。 

一方、平成23 3 に 生した に いては、 の の学校施 で

、 、 （ ）など 部 の による が 生した。 立

学校で 一部かつ ではあるが、 が するなどの が 生したことから、

特に が 的な事 につながる れがある 場を して、

等の 防止対策を 的に実施することとした。 

(平成 ）（ ）

校 数 S56

の
数に

める
合

断
実施 数

断
実施

の で
性がある

に
の 数

192 71 121 63.0% 118 97.5% 118 98.4%

中学校 6,924 1,977 4,947 71.4% 4,947 100.0% 4,945 99.9%

合 7,116 2,048 5,068 71.2% 5,065 99.9% 5,063 99.9%

部 学 修

取組の方向８ 質の高い教育環境を整える 

ける 回指導 や生 一人一人の 特性に応じた 指導を めた相談機能の 

り方等について を行う。 

    事 での成 と 題を え、 の た区市町村から特別支援教 を導 

     し、平成 33 でに ての中学校での を 指す。   

ウ 立 等学校等に ける の生 への支援 

  (  立 等学校等に ける のある生 の 者数等にかか ら 、生  

 の に応じて指導・支援を実施するため、 等の教育 で、かつ、学 

 校 で民間の ウ ウを しながら ー の学 等の特別な指導・ 

 支援を行う。 

  (  立 等学校に ける による指導の平成 30 からの開 を 指し、  

 を行う。 的には、 立 等学校を イ ト校として指 し、当 の   

 間、 立 等学校の生 を対象とした 校 での を行い、実 を   

 えた上で、 の の 組 や 校 の り方を してい 。 

(6  立特別支援学校に ける ・ ポー の  

ア 特別支援学校の ポー  

  (  者 ポー の  

      者 ポー を じた地域の ・中学校、 等学校 地域住民との や、 

 者 ポー 教 の開催、 者 ポー を した 立特    

 別支援学校に ける校 での研修 などにより 者 ポー の を   

 めてい 。  

  (  者 ポー を取り れた教育 の充実 

     「 のある ・生 の ポー 教育 校」30 校指 して、 チ や

ー ー 等の 者 ポー を取り れ、 ・生 が生 に いて しむ

者 ポー の を やすための教育 の充実や、 れた 部指導者を し

た部 の を図る。 

      さらに、 校の中から、 校を の 者 ポー 会等で できる 

 の育成を 指す学校に指 し、 ン アン等を特別指導員として へい

し 能を向上さ ることや対 合の機会の充実等によ て、部 の充実を図る。 

  (  者 ポー を した の 性 を図る。 

イ 特別支援学校の 教育の  

  (  学等と連 した 教育の  

 のある ・ ・生 の豊かな を育 、 いのある生 につな てい

取組を行う。 た、 れた 的 能を に 長し、生 された を

会に めるなどして、 会に ・ してい ための 組 を してい 。 

  (   特別支援学校に ける 教育の  

立特別支援学校に ける 教育の充実を図るため、 教育 校を 校指

し、 学との連 により、 教 の指導 ・方 の研 や

等を行う。 

た、 ・生 一人一人の 能力の向上を図るとと に、 の 能力に  

れた生 の と育成を行う。 
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取組の方向８ 質の高い教育環境を整える 

   場については、平成24 に実施した専門家による の結 を え

て平成25 から か （28 で）の 修 事を 的に行 た。 

   た、校 等の 部 について 、平成26 から 修 事を 的

に行 ている。 

 

 ト （ 立学校教育部・地域教育支援部）  

(1) 防 機能 のための公立 ・中学校等施 トイ 支援事  

・生 にと て ・ な を 保するとと に、 に ける地域の

難 としての機能を向上さ るため、 教育委員会は、公立 ・中学校等施 に

けるトイ 修（ 等） トイ の を実施する区市町村に対し、

の の一部を 助することにより、公立 ・中学校等のトイ を さ る。

(2) 立学校に けるトイ の の  

立学校に いて、 的にトイ の を めるとと に、 機能トイ の

する。 た、学校の 等の は、 トイ を として し、 を

めてい 。 

な 、 等の は、トイ の 保や ン ー トイ の など、 の

対策 図 てい 。 

 

３ （ 立学校教育部・地域教育支援部）  

(1) 公立学校施 支援特別事  

   ・生 の良 な教育 を 保するため、 教育委員会は、公立 ・中学校の

教 に を導 する区市町村に対し、 の 助に上 した の 助を平成 22

から実施してきた。 

   平成 26 から、防 性が められる等早急に教育 の が必要な特別教

（図 、 、 ン教 ）の の 経 の一部を 助し

た か、平成 27 からは、 教 で の かない特別教 （ 、家 、

、 、図 、 は れに じた教 ）について 支援

対象とし、公立 ・中学校の を している。 

(2) 立学校に ける の  

立 等学校に ける 特別教 について、施 や電 の 等に関する

結 を え、 的に を実施してい 。 た、 立特別支援学校の 育 の

を する。 

 

 （ 部・地域教育支援部）  

(1) 公立 ・中学校 教育 支援事  

ア 事 ・ ア イ ー事  

区市町村教育委員会による に る 等 成を するため、区市 

町村教育委員会が指 する 校に、タ ト 、電子 、ア セ ポイン

ト等を し す。 た、 校に ける を する をサポートする  

ため、 の専門家を派遣する。 

取組の方向８ 質の高い教育環境を整える 

いて、 間を 60 とすることで、 ・生 の 学 を してい 。 

(3) 立 的 特別支援学校に ける 支援の取組の  

ア 民間を した 開 委  

  (  特別支援学校 等部生 の を一層 するため、 場実 や の 

 開 等に関する を委 する。 

  (  指導教員とと に 開 を行う 支援ア イ ーを し、 な 

 る開 数の を する。 

イ 特別支援学校 支援  

   実 や の開 や 、特別支援学校に ける 的な 支援事 

等を行うため、「 支援員（一 職 ）」を する。 

ウ 者 に対する 解  

  (  向けセ ーの開催により、 者 に関する 解 を行うとと に、 

 実 受 れ等の協力を する。 

  (  特別支援学校生 の に向けて、 等に対し、 者 についての  

 解 を図ることを 的に平成 27 に した を する。 

 職 教育の充実 

  (  特別支援学校 能 会を開催し、生 が の学 の成 を に対して  

 する機会を ける。 

  (  職能開 の 場等に ける実 に して、実 への  

 を 保し、実 の実施の を図る。 

  (  特別支援学校 支援委員会 開 部会を開催し、 支援に ける 題解決 

 の方 等を協議することにより、 当者の力 の向上を図る。 

(4) 的 アの充実 

    、 の特別支援学校に いて 、 的 アを必要とする ・

生 が している があり、 かつ な学校生 を るための が

められている。 

    このため、 教育委員会では ての特別支援学校で 特別支援学校と同

の 的 アを実施できる を するため、平成 29 から 護師を

し、 的 アに必要な を してい 。 

(5) の学 に する の ・生 への支援策 

ア 学校の特別支援教 の導 に向けた支援 

    平成 28 から 導 して り、 校に ける の に応じた個別

指導や 指導を実施する の を め、平成 30 の導 を 指して、

平成 29 に いて公立 学校 1,000 校（平成 28 を む。）に特別支

援教 を する。 

    区市町村支援として、教 等の 助事 を実施するとと に、導 校に

特別支援教 専門員の 等の 回を行う。  

イ 中学校の特別支援教 導 に向けた 事 の  

    教 の学 や する人間関 、 の への など、中学校特 の 題が 

あるため、平成 28 平成 29 の か で 事 を実施し、中学校に  
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取組の方向８ 質の高い教育環境を整える 

イ 公立学校施 校 事支援事  

・生 の良 な教育 を するため、 教育委員会は、公立 ・中学校施 

に ける校 の を実施する区市町村に対し、 の の一部を 助す

ることにより、公立 ・中学校の の を支援する。 

 (2) の  

  ア 立 等学校、 立 等学校 中学校 中等教育学校に ける の  

   充実 

    立 等学校、 立 等学校 中学校 中等教育学校に ける の

なる充実を図るため、これ で した ンや ター等の 機 に

え、生 のタ ト を し、 学 や ー 議、 ン ー

ン等の学 をより 的に行える を する。

  イ 立特別支援学校に ける の充実 

     立特別支援学校に ける の なる充実を図るため、これ で し

た 機 や 者 支援機 に えて、 ・生 に したタ ト

について、 ー 期間 に う機 を行い、個に応じた学 が実 能な

を して する。 

 

 （地域教育支援部）  

(1) 公立 ・中学校等防 事  

学校 への 者 の 止・初期対応などの学校 の 保の取組を する

ため、 教育委員会は、公立 ・中学校等への防 の ・ を

行う区市町村に対し、 の支援事 を実施してい 。 

 

  公立 、 ・中学校に ける （平成 28 実 （見 ））  

区    

   

学校 25校 218 校 

中学校 28 校 81 校 

 

 校 （ 立学校教育部・地域教育支援部）  

(1) ・生 の やかな成長にと て しい教育 の を 的として、公立  

・中学校等の校（ ） 生 、校 の 上・ を している。 

ア 区市町村への 助事  

   (  校（ ） 生 事 、 等の 助 

  (  生の専門的 経 の 助（ 助期間 間） 

   (  上 、 の 助（公立 ・中学校の ） 

イ  校 生 に る人 の派遣、育成 

  (  「校 ーン ー ー」（ 生の専門家）の学校への派遣（ 的な指導・助 

言） 

   (  生 ー ー 成講 会の開催 

取組の方向８ 質の高い教育環境を整える 

ける 回指導 や生 一人一人の 特性に応じた 指導を めた相談機能の 

り方等について を行う。 

    事 での成 と 題を え、 の た区市町村から特別支援教 を導 

     し、平成 33 でに ての中学校での を 指す。   

ウ 立 等学校等に ける の生 への支援 

  (  立 等学校等に ける のある生 の 者数等にかか ら 、生  

 の に応じて指導・支援を実施するため、 等の教育 で、かつ、学 

 校 で民間の ウ ウを しながら ー の学 等の特別な指導・ 

 支援を行う。 

  (  立 等学校に ける による指導の平成 30 からの開 を 指し、  

 を行う。 的には、 立 等学校を イ ト校として指 し、当 の   

 間、 立 等学校の生 を対象とした 校 での を行い、実 を   

 えた上で、 の の 組 や 校 の り方を してい 。 

(6  立特別支援学校に ける ・ ポー の  

ア 特別支援学校の ポー  

  (  者 ポー の  

      者 ポー を じた地域の ・中学校、 等学校 地域住民との や、 

 者 ポー 教 の開催、 者 ポー を した 立特    

 別支援学校に ける校 での研修 などにより 者 ポー の を   

 めてい 。  

  (  者 ポー を取り れた教育 の充実 

     「 のある ・生 の ポー 教育 校」30 校指 して、 チ や

ー ー 等の 者 ポー を取り れ、 ・生 が生 に いて しむ

者 ポー の を やすための教育 の充実や、 れた 部指導者を し

た部 の を図る。 

      さらに、 校の中から、 校を の 者 ポー 会等で できる 

 の育成を 指す学校に指 し、 ン アン等を特別指導員として へい

し 能を向上さ ることや対 合の機会の充実等によ て、部 の充実を図る。 

  (  者 ポー を した の 性 を図る。 

イ 特別支援学校の 教育の  

  (  学等と連 した 教育の  

 のある ・ ・生 の豊かな を育 、 いのある生 につな てい

取組を行う。 た、 れた 的 能を に 長し、生 された を

会に めるなどして、 会に ・ してい ための 組 を してい 。 

  (   特別支援学校に ける 教育の  

立特別支援学校に ける 教育の充実を図るため、 教育 校を 校指

し、 学との連 により、 教 の指導 ・方 の研 や

等を行う。 

た、 ・生 一人一人の 能力の向上を図るとと に、 の 能力に  

れた生 の と育成を行う。 
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取組の方向８ 質の高い教育環境を整える 

ウ 校 生 に向けた ・ 等 

  (  生 未実施校への 然 の  

  (  校 生 に る （「 の学 ー ター」） 

  (  や Ｏから 成される「 生応援 」による 生 校への支援 

   (  校 生 地域連 事  

  公立 ・中学校等（ ）に ける校 生 の実 （見 ）  

公立 ・中学校 数 1,900 校 平成 28 5 1  

校 の 生 を実施した学校 495 校 平成 28  

 区立 教育学校、中等教育学校 特別支援学校を む。 校は ない。 

(2  立学校の （ 生 ） 

平成 28 での実    118 校 27.2ha 

平成 29 の       校 

 

事 事業  

 

 学校 （ 立学校教育部）  

2020 会の開催決 を 機として、 者 ポー に対する関 が ている。

者や 者 ポー が、 な地域で ポー を しむためには、地域で

者 ポー を行うための を充実さ てい 必要があり、特別支援学校が、こう

した を てい ことが期 されている。 

こで、 教育委員会では、 ン ・ ン と連 して、

者等へ な地域で ポー に しめる場を提供するとと に、 や 者 ポー

への 解 と を図るため、 者 ポー の の一つとして、特別支援学校の

育施 等（ 育 、 ウン 等）の を している。平成 28 に い

ては、 校（ 特別支援学校、 う学校、 特別支援学校、 中けやきの 学

村 特別支援学校）の 育施 等が されている。 

、より の 者や 者 ポー が地域に いて 者 ポー を し

めるよう、特別支援学校の を してい 。な 、平成 29 は たに 校の

を めてい 。 

 

 事業（人事部）  

学校に ける 部人 の を に実施してい ためには、学校と教育委員会が連 

を図り、必要な人 を 保してい ことが 要である。 

このため、平成 から「教育 人 ン 」を し、 ・ な 部の ン

ア人 を 域的に して、学校の ー に対応した人 を的 に チン して 

い 組 を り、 的かつ 的な 部人 の を図 ている。 

、学校からの要 の い人 （教員を 指す 学生等）の に めるとと  

に、 ーム ー による な 事 の や人 の公開などを行うことにより、

部人 の を し、学校の教育 を 的に支援する。 

 

取組の方向８ 質の高い教育環境を整える 

いて、 間を 60 とすることで、 ・生 の 学 を してい 。 

(3) 立 的 特別支援学校に ける 支援の取組の  

ア 民間を した 開 委  

  (  特別支援学校 等部生 の を一層 するため、 場実 や の 

 開 等に関する を委 する。 

  (  指導教員とと に 開 を行う 支援ア イ ーを し、 な 

 る開 数の を する。 

イ 特別支援学校 支援  

   実 や の開 や 、特別支援学校に ける 的な 支援事 

等を行うため、「 支援員（一 職 ）」を する。 

ウ 者 に対する 解  

  (  向けセ ーの開催により、 者 に関する 解 を行うとと に、 

 実 受 れ等の協力を する。 

  (  特別支援学校生 の に向けて、 等に対し、 者 についての  

 解 を図ることを 的に平成 27 に した を する。 

 職 教育の充実 

  (  特別支援学校 能 会を開催し、生 が の学 の成 を に対して  

 する機会を ける。 

  (  職能開 の 場等に ける実 に して、実 への  

 を 保し、実 の実施の を図る。 

  (  特別支援学校 支援委員会 開 部会を開催し、 支援に ける 題解決 

 の方 等を協議することにより、 当者の力 の向上を図る。 

(4) 的 アの充実 

    、 の特別支援学校に いて 、 的 アを必要とする ・

生 が している があり、 かつ な学校生 を るための が

められている。 

    このため、 教育委員会では ての特別支援学校で 特別支援学校と同

の 的 アを実施できる を するため、平成 29 から 護師を

し、 的 アに必要な を してい 。 

(5) の学 に する の ・生 への支援策 

ア 学校の特別支援教 の導 に向けた支援 

    平成 28 から 導 して り、 校に ける の に応じた個別

指導や 指導を実施する の を め、平成 30 の導 を 指して、

平成 29 に いて公立 学校 1,000 校（平成 28 を む。）に特別支

援教 を する。 

    区市町村支援として、教 等の 助事 を実施するとと に、導 校に

特別支援教 専門員の 等の 回を行う。  

イ 中学校の特別支援教 導 に向けた 事 の  

    教 の学 や する人間関 、 の への など、中学校特 の 題が 

あるため、平成 28 平成 29 の か で 事 を実施し、中学校に  
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取組の方向８ 質の高い教育環境を整える 

３ 学校問題解決サポート事業（指導部）  

学校と保護者や地域住民との間で生じた学校だけでは解決困難な問題について相談を

受け、子供のことを第一に考え、公平・中立の立場で、より良い解決策を提案する。 

(1) 相談者への対応 

ア 電話相談 

学校問題に関して経験豊富な校長ＯＢ等が電話を受け、助言する。 

イ 専門家等からの助言 

相談を受けた案件は協議し、必要に応じて専門家等の助言を受け、回答する。 

ウ 第三者的機関としての解決策の提示 

解決困難な案件については、当事者間で互いに解決に向けて取り組むことを合意し

た上で、専門家等が双方の意見を聞き、公平・中立的な立場として解決策を提示する。 

(2) 学校・区市町村教育委員会への支援 

    学校問題の未然防止や学校の初期対応能力向上に向けた取組 

 ア 教職員等（職層に対応）を対象にした専門家等による講演会・個別相談会の実施 

 イ 学校経営支援センター・区市町村教育委員会主催の講演会や研修会等への講師派 

遣 

 ウ 指導主事等を対象にした学校問題解決サポートセンター連絡会の開催 

(3) 問題解決に向けた第三者的相談機能の充実 

学校だけでは解決困難ないじめ等の問題で緊急性があり、かつ、専門家等からの助 

言が必要と判断される問題について、必要に応じて少人数の専門家による「いじめ等

の問題解決支援チーム」を結成し、学校や教育委員会等からの相談に応じる等、早期

に問題解決を図る。特に緊急性のある問題等については、同支援チームが学校を訪問

するなどして直接助言を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組の方向８ 質の高い教育環境を整える 

ける 回指導 や生 一人一人の 特性に応じた 指導を めた相談機能の 

り方等について を行う。 

    事 での成 と 題を え、 の た区市町村から特別支援教 を導 

     し、平成 33 でに ての中学校での を 指す。   

ウ 立 等学校等に ける の生 への支援 

  (  立 等学校等に ける のある生 の 者数等にかか ら 、生  

 の に応じて指導・支援を実施するため、 等の教育 で、かつ、学 

 校 で民間の ウ ウを しながら ー の学 等の特別な指導・ 

 支援を行う。 

  (  立 等学校に ける による指導の平成 30 からの開 を 指し、  

 を行う。 的には、 立 等学校を イ ト校として指 し、当 の   

 間、 立 等学校の生 を対象とした 校 での を行い、実 を   

 えた上で、 の の 組 や 校 の り方を してい 。 

(6  立特別支援学校に ける ・ ポー の  

ア 特別支援学校の ポー  

  (  者 ポー の  

      者 ポー を じた地域の ・中学校、 等学校 地域住民との や、 

 者 ポー 教 の開催、 者 ポー を した 立特    

 別支援学校に ける校 での研修 などにより 者 ポー の を   

 めてい 。  

  (  者 ポー を取り れた教育 の充実 

     「 のある ・生 の ポー 教育 校」30 校指 して、 チ や

ー ー 等の 者 ポー を取り れ、 ・生 が生 に いて しむ

者 ポー の を やすための教育 の充実や、 れた 部指導者を し

た部 の を図る。 

      さらに、 校の中から、 校を の 者 ポー 会等で できる 

 の育成を 指す学校に指 し、 ン アン等を特別指導員として へい

し 能を向上さ ることや対 合の機会の充実等によ て、部 の充実を図る。 

  (  者 ポー を した の 性 を図る。 

イ 特別支援学校の 教育の  

  (  学等と連 した 教育の  

 のある ・ ・生 の豊かな を育 、 いのある生 につな てい

取組を行う。 た、 れた 的 能を に 長し、生 された を

会に めるなどして、 会に ・ してい ための 組 を してい 。 

  (   特別支援学校に ける 教育の  

立特別支援学校に ける 教育の充実を図るため、 教育 校を 校指

し、 学との連 により、 教 の指導 ・方 の研 や

等を行う。 

た、 ・生 一人一人の 能力の向上を図るとと に、 の 能力に  

れた生 の と育成を行う。 


